
第４７号議案 

   足立区事務手数料条例の一部を改正する条例 

 上記の議案を提出する。 

  平成１６年６月７日 

            提出者 足立区長  鈴 木 恒 年 

 

   足立区事務手数料条例の一部を改正する条例 

 足立区事務手数料条例（昭和３３年足立区条例第１号）の一部を次の 

ように改正する。 

 別表２の項中「８，６００円」を「１万２，０００円」に、「２万２， 

０００円」を「３万３，０００円」に、「４万３，０００円」を「６万 

４，０００円」に、「８万６，０００円」を「１２万９，０００円」に、 

「１３万円」を「１９万５，０００円」に、「１７万円」を「２５万５， 

０００円」に、「２２万円」を「３３万円」に、「３０万円」を「４５ 

万円」に、「１万３，０００円」を「１万９，０００円」に、「３万円」 

を「４万５，０００円」に、「６万５，０００円」を「９万７，０００ 

円」に、「１２万円」を「１８万円」に、「２０万円」を「３０万円」 

に、「２７万円」を「４０万５，０００円」に、「３４万円」を「５１ 

万円」に、「４８万円」を「７２万円」に、「１９万円」を「２８万５， 

０００円」に、「２６万円」を「３３万９，０００円」に、「３９万円」 

を「５１万３，０００円」に、「５１万円」を「５８万５，０００円」 

に、「６６万円」を「７３万円」に、「８７万円」を「９８万２，００ 

０円」に改め、同表３の項中「８７万円」を「９８万２，０００円」に、 

「１万円」を「１万５，０００円」に改め、同表４の項中「４万６，０ 

００円」を「５万５，０００円」に改め、同表５の項中「２万６，００ 

０円」を「３万９，０００円」に改め、同表６の項中「６，９００円」 

を「１万円」に、「１万８，０００円」を「２万７，０００円」に、「 

３万９，０００円」を「５万３，０００円」に、「６万９，０００円」 



を「７万６，０００円」に、「９万７，０００円」を「１２万２，００ 

０円」に改め、同表７の項中「１，７００円」を「２，５００円」に、 

「２，７００円」を「４，０００円」に、「１万７，０００円」を「１ 

万９，０００円」に改め、同表８の項中「４７０円」を「７００円」に 

改め、同表９の項中「５，０００円」を「５，６００円」に、「９，０ 

００円」を「９，４００円」に、「３万４，０００円」を「３万５，０ 

００円」に、「４万８，０００円」を「４万９，０００円」に、「１４ 

万円」を「１４万６，０００円」に、「２４万円」を「２４万９，００ 

０円」に、「４６万円」を「４７万４，０００円」に改め、同表１３の 

項中「９，０００円」を「９，６００円」に、「４，０００円」を「４， 

３００円」に改め、同表１４の項中「５，０００円」を「５，４００円」 

に、「３，０００円」を「３，３００円」に改め、同表１５の項中「８， 

０００円」を「８，５００円」に改め、同表１６の項中「４，０００円」 

を「４，３００円」に改め、同表１７の項中「１万円」を「１万１，０ 

００円」に、「２万２，０００円」を「２万３，０００円」に、「３万 

６，０００円」を「３万７，０００円」に、「５万円」を「５万２，０ 

００円」に、「１２万円」を「１２万４，０００円」に、「１９万円」 

を「１９万９，０００円」に、「３８万円」を「３９万６，０００円」 

に改め、同表１９の項中「８，０００円」を「８，６００円」に改め、 

同表２０の項中「９，０００円」を「９，６００円」に改め、同表２１ 

の項中「９，０００円」を「９，９００円」に、「３万５，０００円」 

を「３万６，０００円」に、「４万７，０００円」を「４万９，０００ 

円」に、「１１万円」を「１１万５，０００円」に、「１８万円」を「 

１８万６，０００円」に、「３７万円」を「３８万３，０００円」に改 

め、同表２３の項中「１万２，０００円」を「１万３，０００円」に、 

「８，０００円」を「８，４００円」に改め、同表２４の項中「９，０ 

００円」を「９，９００円」に、「２万円」を「２万１，０００円」に、 

「３万３，０００円」を「３万４，０００円」に、「４万５，０００円」 



を「４万６，０００円」に、「１０万円」を「１０万４，０００円」に、 

「１６万円」を「１６万７，０００円」に、「３３万円」を「３４万１， 

０００円」に改め、同表２５の項中「８，０００円」を「８，３００円」 

に改め、同表２６の項中「９，０００円」を「９，１００円」に改め、 

同表２７の項中「１２万円」を「１２万６，０００円」に改め、同表２ 

９の項及び３０の項中「３万３，０００円」を「３万６，０００円」に 

改め、同表３１の項中「２万７，０００円」を「２万８，０００円」に 

改め、同表３７の項及び３８の項中「３万３，０００円」を「３万６， 

０００円」に改め、同表４０の項中「２万７，０００円」を「２万８， 

０００円」に改め、同表４３の項中「２万７，０００円」を「２万８， 

０００円」に改め、同項の次に次のように加える。 

４３の２ 建築基準法 

第５８条の規定に基 

づく東京都市計画高 

度地区に定める建築 

物の高さの最高限度 

に関する特例の許可 

の申請に対する審査 

高度地区内にお

ける建築物の高

さの特例許可申

請手数料 

１件につき １６万円 許可申請 

のとき 

 別表４６の２の項の次に次のよう加える。 

４６の３ 建築基準法 

第６７条の２第３項 

第２号の規定に基づ 

く建築物の敷地面積 

の制限の適用除外に 

係る許可の申請に対 

する審査 

特定防災街区整

備地区内の建築

物の敷地面積の

制限の適用除外

に係る許可申請

手数料 

１件につき １６万円 許可申請 

のとき 

４６の４ 建築基準法 

第６７条の２第５項 

特定防災街区整

備地区内の建築

１件につき １６万円 許可申請 

のとき 
     



第２号の規定に基づ 

く建築物の壁面の位 

置に関する制限の適 

用除外に係る許可の 

申請に対する審査 

物の壁面の位置

に関する制限の

適用除外に係る

許可申請手数料

   

４６の５ 建築基準法 

第６７条の２第９項 

第２号の規定に基づ 

く建築物の間口率及 

び高さに関する制限 

の適用除外に係る許 

可の申請に対する審 

査 

特定防災街区整

備地区内の建築

物の間口率及び

高さに関する制

限の適用除外に

係る許可申請手

数料 

１件につき １６万円 許可申請 

のとき 

 別表４７の項、４９の項、５１の項及び５２の項中「２万７，０００ 

円」を「２万８，０００円」に改め、同表５４の項中「１０万５，００ 

０円」を「１０万８，０００円」に改め、同表５５の項及び５６の項中 

「７万８，０００円」を「８万２，０００円」に、「２万８，０００円」 

を「２万９，０００円」に改め、同表５６の２の項及び５６の３の項中 

「２万８，０００円」を「２万９，０００円」に改め、同表５７の項中 

「７万８，０００円」を「８万２，０００円」に、「２万８，０００円」 

を「２万９，０００円」に改め、同表５７の２の項中「２万８，０００ 

円」を「２万９，０００円」に改め、同表５８の項中「６，４００円」 

を「６，９００円」に、「１万２，０００円」を「１万３，０００円」 

に改め、同表５９の項中「２万７，０００円」を「２万８，０００円」 

に改め、同項の次に次のように加える。 

５９の２ 密集市街地 

における防災街区の 

整備の促進に関する 

促進地区内防災

街区整備地区計

画区域内の予定

１件につき １６万円 許可申請 

のとき 

     



法律（平成９年法律 

第４９号）第１１６ 

条第１項の規定に基 

づく建築物の敷地と 

道路との関係の特例 

の許可の申請に対す 

る審査 

道路に係る建築

物の敷地と道路

との関係の特例

許可申請手数料

   

   付 則 

 この条例は、平成１６年８月１日から施行する。ただし、別表に４３ 

の２の項、４６の３の項から４６の５の項まで及び５９の２の項を加え 

る改正規定は、公布の日から施行する。 

 

 （提案理由） 

 建築基準法等の改正に伴い、許可申請に係る事務手数料を新設すると 

ともに、開発行為及び建築確認等に係る事務手数料の額を改定する必要 

があるので、この条例案を提出いたします。 


